
第2号議案－3

1 「活用可能な財産の算定」
項目 金額

資産（a） 5,100,159,976
負債（b） 1,138,707,604
基本金（c） 371,049,129
国庫補助金等特別積立金(d） 1,863,083,944

合計（a-b-c-d） 1,727,319,299

2 「社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等
（１）財産目録における貸借対照評価額

合計（a） 4,036,642,708

（２）対応負債
項目 金額

1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金 0
1年以内返済予定設備資金借入金 83,920,000
1年以内返済予定リース債務 14,770,488
社会福祉連携推進業務設備資金借入金 0
設備資金借入金 535,564,548
リース債務 29,851,513

合計（ｂ） 664,106,549

（３）合計
項目 金額

財産目録合計（ａ） 4,036,642,708
対応負債合計（ｂ） 664,106,549
対応基本金（ｃ） 371,049,129
国庫補助金等特別積立金（ｄ） 1,863,083,944

合計（a-b-c-d） 1,138,403,086

3 「再取得に必要な財産」
項目 金額

将来の立替費用 853,801,490
大規模修繕に必要な費用 231,796,289
設備/車両等の更新に必要な費用 1,049,151,424

合計（ｂ） 2,134,749,203

4 「必要な運転資金」
項目 金額 月数 合計額

年間事業活動支出 3,031,422,812 12 3,031,422,812

5 「社会福祉充実残額」
項目 金額

1.活用可能な財産 1,727,319,299
2.社会福祉法に基づく事業に活用している不動産 1,138,403,086
3.再取得に必要な財産
4.必要な運転資金

合計 -2,442,500,000

6 「現況報告書に記載する「社会福祉充実残額」」

項目 金額
社会福祉充実残額 -2,442,500,000
社会福祉充実計画用財産 0

合計 -2,442,500,000

社　会　福　祉　充　実　計　画

第五十五条の二　社会福祉法人は、毎会計年度において、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えるときは、厚生労
働省令で定めるところにより、当該会計年度の前会計年度の末日（同号において「基準日」という。）において現に行つている
社会福祉事業若しくは公益事業（以下この項及び第三項第一号において「既存事業」という。）の充実又は既存事業以外の社
会福祉事業若しくは公益事業（同項第一号において「新規事業」という。）の実施に関する計画（以下「社会福祉充実計画」と
いう。）を作成し、これを所轄庁に提出して、その承認を受けなければならない。ただし、当該会計年度前の会計年度において
作成した第十一項に規定する承認社会福祉充実計画の実施期間中は、この限りでない。

一　当該会計年度の前会計年度に係る貸借対照表の資産の部に計上した額から負債の部に計上した額を控除して得た額
二　基準日において現に行つている事業を継続するために必要な財産の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額

控除対象財産計

4,169,825,898
3,031,422,812


